横浜市印鑑条例施行規則（昭和52年規則第96号）新旧対照表
	現行
	改正後（案）

	
（印鑑登録証明書交付申請書）
第12条　条例第17条第１項及び第２項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書（第７号様式）によってするものとする。
（新設）


（新設）

（新設）
（新設）


第７号様式（第12条）
【別記】
	
（印鑑登録証明書交付申請）
第12条　条例第17条第１項及び第２項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1)　登録番号（条例第17条第２項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は除く。以下第４号において同じ。）
(2)　印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名及び住所
(3)　印鑑登録者の生年月日
(4)　印鑑登録者から依頼を受けた代理人の場合は、当該代理人の住所及び氏名

（削除）



[bookmark: last]

